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初期日本語教室実施業務委託に係る 

公募型プロポーザル方式実施要項 

 

１ 目的 

ほとんど日本語を話すことができない市内在住・在勤の外国籍住民向けに、適切な初

期日本語教室の企画、実施、運営及び当該日本語教室における指導者を養成することが

できる、高度な専門的知識と技術及び豊富な創造性を有する事業者を、公募型プロポー

ザル方式により選定するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ 委託事業の概要 

(1) 業 務 名 

  初期日本語教室実施業務委託 

(2) 業務内容 

  「初期日本語教室実施業務委託仕様書」のとおり 

(3) 契約期間 

   令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

(4) 業者選定   

プロポーザル方式による選考とし、提案書及びプレゼンテーションの内容により、

評価委員会において受託者を選定する。 

 

３ 提案上限金額（消費税及び地方消費税を含む。） 

 金 １，４８５，０００円（令和７年度債務負担行為） 

 

４ 参加資格 

参加しようとする者は法人その他の団体とし、次の要件を全て満たしていること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

こと。 

 (2) 碧南市における入札参加資格者名簿に登録されている事業者であること。 

 (3) 参加申出書の提出期限から受託者の決定日までの期間において、碧南市競争入札参

加停止等措置要領（平成２０年４月１日）第４条の規定による競争入札参加停止等措



 2

置を受けていないこと。 

 (4) 参加申出書の提出期限から受託者の決定日までの期間において、「碧南市が行う事務

及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年１２月２７日付け碧南市長

等・愛知県碧南警察署長締結）に基づく排除措置を受けていないこと。 

 (5) 愛知県内に本店（本社）又は事業所等があること。 

 (6) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法（平

成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

(7) 過去１０年以内に自治体の日本語教室業務について受託実績があること。 

 

５ 参加申出書等の提出 

参加希望者は、次により参加申出書等を提出すること。 

(1) 提出書類 

以下の書類を各１部提出すること。 

ア プロポーザル方式等参加申出書（様式第１号） 

イ 以下の事項について記載したものを添付すること。（任意様式） 

(ｱ) 会社概要 

設立年月日、代表者氏名、資本金、売上高、自己資本比率、賠償責任保険の加

入有無、従業員数（うち技術者数）及び業務内容等について具体的に記載するこ

と。また、業務協力を予定している会社等がある場合は、その全てについて同様

に記載すること。なお、会社パンフレット等で記載内容を満たしている場合、そ

れを添付してもよい。 

(ｲ) 業務実績 

過去１０年以内に受託した自治体の日本語教室の実績。 

(2) 提出期間 

令和７年１２月２２日（月）から令和８年１月９日（金）までの日（日曜日及び土

曜日ならびに国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始（１２月２８日から

１月３日）を除く。）の午前９時から午後５時までに参加申出書（様式第１号）に必要

事項を記載の上、参加資格の確認のできる添付書類を添えて持参または郵送により提

出すること。 
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(3) 提出先 

碧南市市民生活部地域協働課共生協働係 

(4) 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送の場合は書留郵便にて提出期限ま

でに必着とすること。 

 

６ プロポーザル方式等参加資格確認結果通知書（様式第２号） 

参加資格の確認結果については、次のとおり通知する。 

(1) 通知予定日 令和８年１月１３日（火）までに発送 

(2) 通知方法  郵送にて参加者へ通知する。 

 

７ 質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問及び回答方法は、次のとおりとする。 

(1) 質問方法 

電子メールにて地域協働課宛へ送付し、送付後電話にて着信確認を行うこと。なお、

電話等による質問には回答しないものとする。 

(2) 質問期限 

プロポーザル方式等参加資格確認結果通知書受領後から令和８年１月１９日（月）

午後５時まで 

(3) 回答方法 

令和８年１月２１日（水）までに、全ての有参加資格者へ電子メールで回答する。 

 

８ 提案参加辞退 

提案参加を辞退する場合は、令和８年１月３０日（金）午後５時までに、辞退届（任

意様式）を提出すること。 

 

９ 提案書等の提出 

有参加資格者は、次により提案書等を提出すること。 

(1) 提出書類及び提出部数 

次項の作成要領に基づき作成すること。 
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ア 提案書 紙媒体６部及び電子データ１式 

イ 見積書 １部 

(2) 提出期限 

令和８年１月２１日（水）から令和８年１月３０日（金）までの（日曜日及び土曜

日ならびに国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時

まで。 

(3) 提出先及び提出方法 

地域協働課窓口へ直接持参すること。また電子データについては、記録メディアま

たは電子メールにより地域協働課へ提出すること。 

 

１０ 提案書等の作成要領 

提出する書類の規格は、原則Ａ４版とし、Ａ４版より大きな用紙を用いる場合は、三

つ折り等の方法によりＡ４版に収めるものとする。 

(1) 提案書 

提案書（様式第５号）には、以下の事項を記載したものを添付すること。添付書類

の様式は任意とする。 

ア 業務取組方針 

別紙「初期日本語教室実施業務委託仕様書」の内容等を踏まえ、業務の取組方針、

内容、本業務に対する業務実施体制（人員配置）などを具体的に記載すること。ま

た、本業務における碧南市と受託者の役割分担を明確に記載すること。 

イ 業務実施工程 

本業務の実施について、スケジュールを計画的かつ明瞭に記載すること。 

ウ 業務実績 

  本業務に関連する実績等を記載すること。 

エ その他自由提案 

上記項目以外で創意を凝らした提案があれば記載すること。ただし、追加費用が

かかるものは認めない。 

(2) 見積書 

提案上限金額の範囲内で作成し、項目別に概要、税抜金額、税額、税込金額がわか

るように記載すること。見積書の様式は任意とする。 
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１１ 提出書類の取扱い 

(1) 提出期限後の提出書類の追加・修正・差し替えは一切認めないものとする。ただし、

碧南市が審査に必要と認める場合は、資料の追加提出等に応じること。 

(2) 提出書類の返却はしないものとする。 

(3) 次のいずれかに該当するときは、提案を行うことができないものとし、既に提出さ

れた提案書は無効とする。 

ア 第三者の著作権を侵害する提案をしたとき 

イ 参加申出書、提案書等に虚偽の記載をしたとき 

ウ 提出期限を過ぎて提案書等が提出された場合 

エ 複数の提案書を提出した場合 

オ 見積金額が提案上限金額を超えている場合 

 

１２ プレゼンテーション（提案説明） 

(1) 実施日時 

令和８年２月９日（月） 

開始時刻は、提案書提出後に決定し、有参加資格者に通知する。 

(2) 場所 

  碧南市役所２階 談話室１ 

(3) 方法 

ア 事前に提出された提案書に基づき説明すること。 

イ 出席者は３名以内とし、本業務の主担当者が説明すること。 

ウ １有参加資格者の提案は３０分以内とし、質疑応答は１５分程度とする。 

エ プレゼンテーションに要する機器等は、有参加資格者にて準備すること。 

 

１３ 審査及び評価 

(1) 審査方法 

碧南市委託業者に係るプロポーザル方式等実施要領第５条に基づき、市民生活部長

を委員長とする評価委員会を設置し、提案書及びプレゼンテーションの内容等につい

て総合的に判断し、評価委員会で評価された点数の平均点上位の有参加資格者から順
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位付けを行い、受託者を選定する。ただし、点数が並んだ場合には、見積金額の安い

者を受託者に選定する。なお、平均点数７０点を最低基準点とし、基準点を満たさな

い事業者は選定しないものとする。 

(2) 結果通知 

審査結果は、各有参加資格者に書面により通知する。なお、選定されなかった理由

を求める場合は、通知を受けた日の翌日から起算して７日以内の午後５時までに書面

（任意様式）を地域協働課窓口へ直接持参することとし、その回答については、有参

加資格者へ書面により通知する。 

(3) 審査に対する異議申し立ては受け付けない。 

 

１４ 契約の締結 

碧南市契約規則（平成５年２月１５日規則第１号）に基づき、令和８年４月１日に委

託契約を締結する。 

 

１５ その他 

(1) プロポーザル参加にかかる一切の費用は、有参加資格者の負担とする。 

(2) プロポーザル終了後、受託者の氏名及び総合点数並びに非決定者の総合点数を、結

果通知日から１年の間、市のホームページで公表する。 

 

１６ 対応窓口 

(1) 担当部署 市民生活部 地域協働課 共生協働係 

(2) 連絡先等 〒４４７－８６０１ 碧南市松本町２８番地 

碧南市 市民生活部 地域協働課 共生協働係 

電話 ０５６６－９５－９８７２（直通） 

F A X ０５６６－４１－５４１２ 

Mail tiikika@city.hekinan.lg.jp 


